
審議会等の会議開催案内 

令和７年１１月２８日掲載 

各 位 

まなび支援課長 

山梨県私立学校審議会を次のとおり開催します。 

審議会等名称 山梨県私立学校審議会（令和７年度第２回） 

開 催 日 時 令和７年１２月１９日（金） 午後１時３０分～ 

開 催 場 所 山梨県防災新館 ３階 ３０４会議室 

議 題 第１号議案 猿橋幼稚園の廃止について 

第２号議案 学校法人猿橋幼稚園の解散について 

第３号議案 韮崎愛生幼稚園の廃止について 

第４号議案 学校法人韮崎愛生幼稚園の解散について 

第５号議案 女神の森ライフクリエイト専門学校の廃止について 

第６号議案 学校法人滝口文化学園の解散について 

第７号議案 各種学校野口料理学園の廃止について 

第８号議案 山梨学院小学校の学則変更について 

第９号議案 駿台甲府高等学校の全日制課程に係る学則変更について 

第 10 号議案 駿台甲府高等学校の広域通信制課程に係る学則変更について 

第 11 号議案 甲斐清和高等学校の広域通信制課程に係る学則変更について 

第 12 号議案 山梨学院高等学校の広域通信制課程に係る学則変更について 

第 13 号議案 日本航空高等学校の広域通信制課程に係る学則変更について 

第 14 号議案 自然学園高等学校の広域通信制課程に係る学則変更について 

会 議 公 開 非公開：議案1号から議案14号 

非公開理由等 山梨県情報公開条例第８条第１号、第２号若しくは第５号に該当する事項 

傍聴の席数 ５ 



傍 聴 手 続 １ 会議の傍聴を希望する方は、次により傍聴の受付をしてください。 

・受付時間は、午後１時００分頃から１０分程度とします。 

・受付場所は、上記開催場所の会場入口付近に設置します。 

・受付では受付名簿に住所及び氏名を記入していただきます。 

２ 傍聴の受付は先着順に行い、定員になり次第終了します。 

３ 傍聴中は議長の指示に従っていただきます。その指示に従わない場合は退場

していただくことがあります。 

問い合わせ先 所属名、担当名：総合県民支援局 まなび支援課 私学振興担当 

電 話 番 号：０５５－２２３－１３２２ 

ファックス番号：０５５―２２３－１５１６ 

備 考 傍聴は審議前までとなります。 
 


